
H8 年度

-  年度

⑤予算費目

全市　　・　　区別　（中央区） 会計

款

tel: fax: 項

mail: 目

法律
　　　　　名
計画

左記の
規定内容

法律
　　　　　名
計画

左記の
規定内容

第一
四半期

第二
四半期

第三
四半期

第四
四半期

第一
四半期

第二
四半期

第三
四半期

第四
四半期

第一
四半期

第二
四半期

第三
四半期

第四
四半期

　● 　● 　●

　●歓迎会 　●歓迎会 　●歓迎会

　　　　●館生旅行 　　　　●館生旅行 　　　　●館生旅行

　●まつり草ヶ江 　●まつり草ヶ江 　●まつり草ヶ江

　　　　　●会館祭 　　　　　●会館祭 　　　　　●会館祭

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20年度
実施内容

事業実施内容については、下記スケジュールのとおり。
同会館には、１年を通じて嘱託員１名を配置し、管理運営を行うとともに、清掃や警備等の業務は外部委託を行った。
また、地域との交流を行うため、歓迎会、まつり草ヶ江、会館祭などを開催するほか、館生の日本・地域理解を深めるための研修プログラム（館生
旅行）を実施した。
なお、館生募集については、定時の館生募集・選考を行うほか、空室がある場合は随時募集を行っている。

館生定時募集 館生定時募集　 館生定時募集　

管理運営

21年度
実施内容

事業実施内容については、下記スケジュールのとおり。
同会館には、１年を通じて嘱託員１名を配置し、管理運営を行うとともに、清掃や警備等の業務は外部委託を行う。
また、地域との交流を行うため、歓迎会、まつり草ヶ江、会館祭などを開催するほか、館生の日本・地域理解を深めるための研修プログラム（館生
旅行）を行う。
なお、館生募集については、定時の館生募集・選考を行うほか、空室がある場合は随時募集を行う。

⑧
年
度
計
画

スケジュール

平成20年度 平成21年度

繁
閑
期

特に忙しい

忙しい

通常

非稼働・
未実施期間

管理運営

事業手法

六本松学生交流会館（単身者用）は、福岡市が所有し、財団法人福岡国際交流協会が管理運営を行っている。
入居資格：福岡都市圏内の大学、大学院に在籍し、福岡国際交流協会の事業に積極的に参加、協力できる学生
入居期間：原則として２年間（一部ショートステイも受け入れる）
募集方法：福岡都市圏内の各大学に定時募集を行う他、ラブFM、ホームページ、メールマガジンなど対象を絞り込んで募集。

これまでの経過
及び

今後の全体計画

六本松学生交流会館は、昭和５２年６月に設立された社団法人鴻巣寮により昭和５７年１月竣工後、管理運営されてきたが、同社団法人の解散
に伴い、施設を平成７年８月に福岡市で寄附採納、留学生宿舎としての改修を行い、平成９年３月に開所した。
同会館は所有者である福岡市から留学生施策を行う財団法人福岡国際交流協会が賃貸を受け、同協会で管理運営を行っている。
これまで、交通至便な場所で安価な宿舎を提供し，留学生に対する生活支援の役割を担ってきており、適切な管理運営に努めてきた。また、留学
生宿舎としての活用の他、市民との交流施設として地域との交流も進めてきた。
会館開設当時は、住宅オーナーや不動産業者の理解等が得られず、留学生の住宅確保は困難であったが、最近では理解も高まり、民間の住宅
利用環境も改善してきた。また、九州大学の六本松キャンパスが伊都地区に移転するなど取り巻く環境も変化してきている。さらに、建設後２７年
が経過し、今後、施設の維持補修など費用増大も予想されるため、今後のあり方について検討を行う。

随時募集 随時募集

⑦
事
業
概
要

時点 対象 将来達成したい状況

事業の目的
（事業開始時）

・福岡都市圏に所在する大学に在籍する留学生
・地域住民 様々な理由により住宅確保が困難な留学生に宿舎を提供し、留学生の安定

的な生活を確保するとともに、留学生と市民の交流を図り、地域における国際
交流の推進を図る。

事業の目的
（現在）

⑥行政計画上の位置付け

総合計画

政策目標

施策事業体系

法律上の位置付け
・

他の行政計画での位置
付け

福岡市国際化推進計画 目標２（３）基本施策２●留学生の住宅確保の支援

②事業主体 財団法人福岡国際交流協会

③実施箇所

④所管課

総務企画局国際部

733-4022 733-5597

kokusaikikaku.GAPB@city.fukuoka.lg.jp

①事業名 国際交流協会事業　　学生交流会館の運営（六本松学生交流会館）
事業開始年度

終了予定年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業の仕分け 評価調書                                        

基準日 平成２１年　３月３１日現在 （単位：千円）

01　一般会計

10　総務費

05　総務管理費

64　国際化推進費

随時募集

　　　　　館生定時選考　　●

なし

平成22年度（予定）

同上
留学生に安価な宿舎を提供し、留学生の安定的な生活を確保するとともに、
留学生と市民の交流を図り、地域における国際交流の推進を図る。

　　　　　　　館生定時選考　● 　　　　　館生定時選考　　●

管理運営



- 人 0.11 人 0.11 人 0.11 人

千円 - 千円 836 千円 836 千円 836 千円

- 人 1.00 人 1.00 人 1.00 人

千円 - 千円 3,200 千円 3,200 千円 3,200 千円

- 人 人 人 人

千円 - 千円 0 千円 0 千円 0 千円

- 人 1.11 人 1.11 人 1.11 人

減価償却費 180 千円 - 千円 1,726 千円 1,726 千円 1,727 千円

 庁舎維持管理費 210 千円 - 千円 0 千円 0 千円 0 千円

- 千円 17,058 千円 18,811 千円 18,685 千円

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

目標

実績

評価
A～D

所管所属名

事業名 学生交流会館の運営（福岡学生交流会館）

総務企画局国際部（管理運営：財団法人福岡国際交流協会）

⑨
資
源
投
入
量

予
算
・
決
算

年度 総事業費

事業費（正規・嘱託・臨時職員の人件費を除く） －

うち、当該個別事業事業費（各人件費を除く）※

うち委託費・報償費 -

財
源
内
容

18年度決算 19年度決算 20年度決算見込 21年度予算

－ 223,583 214,007 221,486

3,402 3,286 3,754

特
定
財
源

国庫・県支出金 -

 受益者負担分(使用料等) -

市債 -

5,759

その他 -

5,623

5,623 5,609

7,440 7,163

一般財源 ＋ 市債 - - 5,623 7,440 7,163

一般財源 -

3,200

臨時職員
標準人件費

1,500

職員数計

職員1人当たり
標準減価償却費

職員1人当たり
標準庁舎維持管理費

事業のトータルコスト

人件費
・

投入業務量

正規職員
標準人件費

7,600

嘱託職員
標準人件費

⑩
数
値
目
標

指標・名称 初期値 目指すべき目標値

アウト
プット
に関
わる
指標

入居者
95% 95%

(平成19年度） （平成23年度）

18年度 19年度 20年度 21年度

－ 95% 95% 95%

－ 95% 93%

アウト
カム
に関
わる
指標

市内大学・短
大に在籍す
る留学生数

2,251 2,600

(平成19年度） （平成23年度）

－ － 2,330 2,420

－ 2,251 2,272

⑪
目
標
達
成
度

（
2
0
年
度

）

指標・名称 達成状況（20年度） 目標の達成及び未達成の理由、今後必要となる努力・対策

アウト
プット
に関
わる
指標

入居者 93%(97.9%) C 民間の住宅利用環境の改善及び九大六本松キャンパスの伊都地区への移転などのためと思われ
る。

アウト
カム
に関
わる
指標

市内大学・短
大に在籍する
留学生数

2,272(97.5%) C 中国などの経済成長による留学生の増大は続いているが、２０年度は微増となっている。

⑫
要
因
分
析

外
部
要
因

事業実施の
追い風となり
うる外部環境

韓国のウォン安や昨年後半からの世界的経済不況により、安価な宿舎を求める留学生のニーズは高い。学生交流会館と同等程度の安価な民間
住宅は少ない。

事業実施に
支障となるこ
とが予測され
る外部環境

民間の住宅利用環境が改善され、施設開設時より容易に利用できるようになった
九大六本松キャンパスの伊都地区への移転
六本松学生交流会館の老朽化に伴う必要経費の増大

内
部
要
因

関連事業
関連
内容

〇４階：国際交流フロア（国際協力・理解・交流の場として、入居
　　　　　者や市民団体が活用）：会議室３、和室１あり
〇５階：留学生用宿舎５戸（世帯用）
※６～９階は、日本学生支援機構が単身者用宿舎（５４室）として
管理・運営しており、お互いに連携・役割分担を行っている。

12,922

　※事業が複数の個別事業から構成されている場合は、上段に事業費を記入し、下段に当該個別事業の事業費を記入する

- 11,296 13,049



評価
A～D

⑮事業に対する所管部署の総合評価

Ａ 　　高い

Ｂ　　　　　

Ｃ　　　　　

Ｄ 　　低い

⑯今後の事業展開

Ⅰ　拡充・継続

Ⅱ　要改善　

Ⅲ　国/県/広域

Ⅳ　民間

Ⅴ　縮小

Ⅵ　廃止

⑬
事
業
内
容
の
チ

ェ
ッ
ク

項目 所管部署の現状分析・理由

事業の必要性の視点

必需性
市民が社会生活を営むうえで必要不可欠なサー
ビスか

D 必ずしも必要不可欠なサービスとはいえない。

公益性
サービスの提供により市民福祉が増大している
か

C 入居者にとっての利用価値は高いが、受益者は都市圏の留学生の１％に満たない。

実施主体の視点
代替性
市以外（民間，NPO，国，県など）が同種のサー
ビス提供の実施主体となっている事例がないか

Ａ 各大学の学生寮、留学生施設や民間アパート等の提供がなされている。

共働の視点
共働
地域・企業・ＮＰＯ等との連携し、共働できている
か。役割分担が出来ているか

B 地域と交流事業を実施している。

連携・効果性の視点
連携
市の他局・他部又は国・県との連携や役割分担
が出来ているか

D 特に連携していない。

受益者負担の
視点

受益者負担
受益者の負担の現状はどうなっているか B

宿舎館費：13,900円
光熱水費：2,500円＋実費
入館費：14,595円（入館時のみ）
体育館利用料：１時間あたり５００円

本市が寄付を受けた施設をこれまで有効に活用してきた。

コスト
業績の実績と投入コストを比較し、コストに見合う
成果を上げているか

D
留学生の安定的な生活確保による留学生数増大という政策目標のために、受益者負担も行いなが
ら実施しているが、費用対効果の面で課題があるとともに、受益者は都市圏の留学生の１％に満た
ない。また、六本松学生交流会館は昭和５７年竣工であり、今後、施設の老朽化により維持コストが
大幅に上昇する恐れがある。

これ以上コストを下げるためにできることは何か。
もしくは、同様のコストでより大きな成果を上げる
ことは可能か

学生交流会館と同程度の安価な宿舎の提供は民間では少ないが、ニーズは高い。そこで、例えば、
学生交流会館の代替措置として、家賃補助の意味合いを兼ねた奨学金を創設すれば、実質的に現
在の経費と同等の市持ち出し額で現在より多くの留学生の住宅費負担の軽減が可能と考える。さら
に今後増大が予想される維持補修費等も不要となる。
試算：２万円／月×１２ヵ月×４０人＝９６０万円／年
平成２１年度六本松学生交流会館の収支予算差額＝９６４万円　（２４室、２４人）

⑭課題と今後の取り組みの方向性

有効性・効率性の視点

対象者
事業の対象や働きかけの相手方等について効果
的な絞り込みが出来ているか

Ａ 館生募集は、都市圏内の各大学に定時募集を行う他、ラブFM，ホームページ，メールマ
ガジンなど対象を絞り込んで募集しており、真に必要な対象となるよう面接を行っている。

資源の有効活用
市が持っている社会資本・ストック（施設・調査資
料等）を有効に活用しているか

Ａ

課　　　　　題 今後の取り組みの方向性

事業継続の可否を含めた検討が必要 今回の事業仕分けの結果を踏まえ、検討を進める。

必要性 分析・理由

Ｃ

今後の方向性 予想される今後の展開 事業終了の条件

　開設当時は、留学生の住宅確保が困難であり、本事業は有意義であった。しかしながら、①近年においては、外国人、日本人の区別なく住宅が
供給されている、②受益者が都市圏の留学生の１％にも満たない。加えて、③九州大学の六本松キャンパスが伊都地区に移転、④今後、維持補
修費の増大が予想されるなど、取り巻く環境が大きく変化している。
　一方、学生交流会館と同程度の安価な宿舎の提供は民間では少なく、ニーズは高い。
　そこで、代替措置として、家賃補助の意味合いを兼ねた奨学金の創設により、実質的に現在と同程度の経費で、より多くの留学生にサービス提
供が可能であるとともに、今後増大が予想される維持補修費等も不要になると考える。

　六本松学生交流会館は、家賃補助の意味合いを兼ねた奨学金創設の代替措置を設けて、廃止す
る。ただし、寄付者との調整が必要と思われる。
  また、奨学金受給者には、市民との各種交流事業に参加することを促したい。

　民間から寄付受けた土地･建物であること
から、廃止する場合、寄付者との調整が必
要と思われる。Ⅵ


	国際交流協会

